
←

←

←

6,000円
2,620円
…  　

8,320円
合計 　　98,200円

うち消費税　　　8,200円

日　時 品　名 金　額

売上　　20,000 売上　　30,000
消費税　 1,600 消費税　 3,000

仕入　　▲10,800 仕入　　▲20,000 仕入　　▲30,000
消費税　　 ▲　0 消費税　 ▲1,600 消費税　▲ 3,000

消費税（売上）　800 消費税（売上）1,600 消費税（売上）　3,000 仕入に係る消費税を
消費税（仕入）　　0 消費税（仕入）▲　0 消費税（仕入）▲1,600 差し引くことを

納付　　　　　　800 納付　　　　　1,600 納付　　　　　　1,400 「仕入税額控除」

事業者が合計３，０００円を納付 ２，２００円を納付利益が８００円増加（益税）

売上　　10,000 売上　　20,000 売上　　30,000
消費税　　 800 消費税　 1,600 消費税　 3,000

仕入　　▲10,000 仕入　　▲20,000 仕入　　▲30,000
消費税　　 ▲800 消費税　 ▲1,600 消費税　▲ 3,000

消費税（売上）　800 消費税（売上）1,600 消費税（売上）　3,000 仕入に係る消費税を
消費税（仕入）　　0 消費税（仕入）▲800 消費税（仕入）▲1,600 差し引くことを

納付　　　　　　800 納付　　　　　　800 納付　　　　　　1,400 「仕入税額控除」

事業者が合計３，０００円を納付

消費税インボイス制度、ご存じですか
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特　集

　
ま
ず
『
イ
ン
ボ
イ
ス
』
と
は
何
で
し

ょ
う
か
。
イ
ン
ボ
イ
ス
は
「
適
格
請
求

書
」
の
こ
と
を
い
い
、
売
手
が
買
手
に

対
し
て
正
確
な
適
用
税
率
や
消
費
税
額

な
ど
を
伝
え
る
も
の
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
現
行
の
請
求
書
に

「
登
録
番
号
」
「
適
用
税
率
」
「
税
率

ご
と
に
区
分
し
た
消
費
税
額
等
」
の
記

載
が
追
加
さ
れ
た
書
類
や
デ
ー
タ
の
こ

と
を
言
い
ま
す
。

　
２
０
２
３
年
10
月
１
日
か
ら
ス
タ
ー

ト
す
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
、
仕
入

税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
、
適

格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
の
保
存
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

　
そ
し
て
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者

に
な
る
た
め
の
登
録
申
請
は
２
０
２
１

年
10
月
１
日
か
ら
受
付
開
始
さ
れ
、
制

度
義
務
化
ス
タ
ー
ト
時
か
ら
登
録
を
受

け
る
た
め
に
は
、
原
則
そ
の
６
か
月
前

の
２
０
２
３
年
３
月
31
日
ま
で
に
登
録

申
請
書
を
税
務
署
に
提
出
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
消
費
税
の
仕
組
み
を
理
解
す
る

　

　
　

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
消
費
税
は
事
業
者
の
販
売
す
る
物
品

等
の
価
格
に
上
乗
せ
さ
れ
、
消
費
者
が

負
担
す
る
税
金
で
す
。

　
し
か
し
、
消
費
者
が
直
接
国
に
納
め

る
の
で
は
な
く
、
事
業
者
が
最
終
消
費

者
か
ら
預
か
っ
た
消
費
税
を
、
最
終
消

費
者
に
代
わ
っ
て
国
に
納
め
る
間
接
税

と
な
っ
て
い
ま
す
。

参考資料・出典：国税庁ＨＰ、「インボイス制度早わかりセミナー」資料

適格請求書（インボイス）の記載事項とその例

消費税の計算方法（一例）

消
費
税
の
基
本
的
な

計
算
方
法

（
現
行
）消
費
税
の
計
算
方
法

※
農
家
が
免
税
事
業
者
の
場
合

（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
）

消
費
税
の
計
算
方
法

※
農
家
が
免
税
事
業
者
の
場
合

（
農
家
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
で
き
な
い
）

消費税インボイス制度、ご存じですか

　
消
費
税
に
は
、
納
税
の
義
務
が
あ

る
事
業
者
と
、
免
税
さ
れ
る
事
業
者

が
あ
り
ま
す
。

【
課
税
事
業
者
】

　
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
一
千

万
円
を
超
え
る
と
課
税
事
業
者
と
な

り
ま
す
。

　
課
税
売
上
高
と
は
、
次
の
２
つ
の

合
計
額
を
い
い
ま
す
。

•
消
費
税
が
課
税
さ
れ
る
取
引
の
売

　
上
金
額

•
輸
出
取
引
等
の
免
税
売
上
金
額

【
免
税
事
業
者
】

　
消
費
税
納
付
の
義
務
を
負
わ
な
い
、

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
一
千
万

円
以
下
の
事
業
者
。　

　２０２３年１０月１日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
　適格請求書（インボイス）を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適
格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
　インボイス制度によって事業者が影響を受けることはあるのでしょうか。制度の基本的な仕
組みや内容を解説します。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
は

【記載事項】下線部が追加事項

①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び
　登録番号

②取引年月日

③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

④税率ごとに区分して合計した対価の額　　　
　（税抜または税込）及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

※小売業、飲食業、タクシー業など不特定多数の者

　に対して販売等を行う場合は、適格簡易請求書を

　交付することができ、⑥の記載は不要です。　　

㈱○○○○ 御中

10月１日
10月５日
…

10月25日

豚肉 ※
牛乳 ※

ビール
※軽減税率対象

（10％対象　50,000円    消費税 5,000円）
（８％対象　40,000円    消費税 3,200円）

20××年10月分

◇◇◇㈱
T9876543210

⑥

④ ⑤

③

②

①

⑥

④ ⑤

③

②

①

売上　　10,000

農　家
売る

卸売業者
買う 売る

飲食店
買う 売る

消費者
飲食店で33,000円の食事

買う

売上　　20,000 売上　　30,000
消費税　　 800 消費税　 1,600 消費税　 3,000

仕入　　▲10,000 仕入　　▲20,000 仕入　　▲30,000
消費税　　 ▲800 消費税　 ▲1,600 消費税　▲ 3,000

消費税（売上）　800 消費税（売上）1,600 消費税（売上）　3,000 仕入に係る消費税を
消費税（仕入）　　0 消費税（仕入）▲800 消費税（仕入）▲1,600 差し引くことを

納付　　　　　　800 納付　　　　　　800 納付　　　　　　1,400 「仕入税額控除」

２，２００円を納付

「インボイス」無し。→仕入税額控除できない

事業者が合計３，０００円を納付

利益が８００円増加（益税）

売上 10,800円

3,000円

　２０２３年１０月１日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
　適格請求書（インボイス）を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適
格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
　インボイス制度によって事業者が影響を受けることはあるのでしょうか。制度の基本的な仕
組みや内容を解説します。

適格請求書（インボイス）の記載事項とその例

消費税の計算方法（一例）


